
令和 7 年 7 ⽉ 10 ⽇ 
お得意様 各位 

吉野⽯膏株式会社 
 
 

⼤⾂認定の外壁に断熱材を充填する場合の注意事項について 
 
 
平素は吉野⽯膏製品並びに⼯法をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。 

掲題の件、令和 7 年 6 ⽉ 30 ⽇に国⼟交通省より、国住指第 150 号国住参建第 1574 号に
て「⼤⾂認定を取得した防耐⽕構造の外壁等について 認定仕様に記載のない断熱材を充
填して建築する事に関する注意喚起」がありました。 

令和 7 年 7 ⽉ 9 ⽇に更新された「令和 7 年６⽉ 30 ⽇付国住指第 150 号、国住参建第 1574
号に関する QA」にて、防⽕構造の外壁であって、屋内側の被覆材や断熱材の記載がない認
定について⾒解が⽰されました。 

弊社 EX ボード類のカタログ「快適空間ガイド」P13、P47 （2024 年 12 ⽉版）、p13、p55
（2025 年 04 ⽉版）、及び EX 防⽕妻壁カタログの下記認定は、外壁の屋内側に被覆材や断
熱材の記載がない認定となりますが、屋内側に被覆材や断熱材を設けることは、従来通り、
認定不適合とはなりませんので、引き続きご愛顧賜りますようお願い申し上げます。 

 
記 

 
■防⽕構造の外壁の認定であって、屋内側についての記載がない認定 
 ・PC030BE-4028 
 ・PC030BE-4029 
 ・PC030BE-3853-1(1) 
 ・PC030BE-3853-1(2) 
 ・PC030BE-4111（1） 
 ・PC030BE-4111（2） 
 ・PC030BE-4111（3） 
 ・PC030BE-4111（4） 
 ・PC030BE-4192 
 ・PC030BE-4193 

以上 



 

 

 

国住指第 1 5 0 号 

国住参建第 1574 号 

令和７年６月 30 日 

 

各指定確認検査機関（大臣指定）の長 殿 

 

国土交通省 住宅局 建築指導課長      

          参事官（建築企画担当） 

（公 印 省 略）    

 

大臣認定を取得した防耐火構造の外壁等について 

認定仕様に記載のない断熱材を充てんして建築することに関する注意喚起 

 

 建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 68 条の 25 の規定に基づく大臣認定を取得した防耐

火構造については、認定書別添に定める仕様（以下「認定仕様」という。）に適合しないと、防耐

火構造の性能上の問題が生じるおそれがあります。このため、大臣認定を取得した防耐火構造を

用いて建築する際には、必ず認定仕様に適合させなければなりません。 

防耐火構造の外壁等の大臣認定においては、認定仕様において充てん断熱材が記載されていな

いものがあります。一方で、昨今では、建築物の省エネ性能向上のためなどから、外壁等の中に

断熱材を充てんして建築する例が見られるところです。 

認定仕様に充てん断熱材が記載されていない外壁等に、認定仕様に記載のない断熱材を充てん

して建築した場合には、防耐火構造の性能上の問題が生じるおそれがあることから、下記のとお

り注意点をお知らせいたします。なお、断熱改修等においても、同様の注意をお願いします。 

なお、都道府県建築行政主務部長及び特定行政庁並びに地方整備局長指定又は都道府県知事指

定の指定確認検査機関に対しても、この旨周知していることを申し添えます。 

 

記 

 

１．断熱材を充てんする場合には性能評価及び大臣認定を取得すること 

認定仕様として充てん断熱材が記載されていない防耐火構造の外壁等において、充てん断熱材

を施工しようとする場合には、当該充てん断熱材を施工することによって、防耐火構造の性能上

の問題が生じないように、施工者や製造者等があらかじめ指定性能評価機関で性能評価を受けた

上で、大臣認定仕様に充てん断熱材を含む形で、大臣認定を取得する必要があります。 

無機系の充てん断熱材の使用などで性能向上すると考える場合でも、性能評価を受けた上で、

大臣認定を取得する必要があります。 

この大臣認定の取得は、新築においては充てん断熱材を含む建築確認申請をする前、断熱改修

等においては充てん断熱材を施工する前に必要となりますのでご注意ください。 

 



 

 

 

 

２．認定仕様にない断熱材を充てんした場合について 

認定仕様として充てん断熱材が記載されていない防耐火構造の外壁等において、１．に記載し

た大臣認定の取得手続きを経ることなく、充てん断熱材を施工した場合は、認定仕様への不適合

となりますのでご注意ください。 

 

 

＜参考＞ 仕様に充てん断熱材の記載のない防耐火構造の大臣認定外壁の断面イメージ 

 

 

 

 

 

 

外装材（サイディング等） 

内装材（せっこうボード等） 

柱 構造用面材（合板等） 

胴縁 



 

令和 7 年 7 月９日更新（赤字を追加） 
令和 7 年 7 月 4 日 
国土交通省住宅局建築指導課 
        参事官（建築企画担当）付 

 
令和 7 年６月 30 日付国住指第 150 号、国住参建第 1574 号に関する QA 

 
「大臣認定を取得した防耐火構造の外壁等について認定仕様に記載のない断熱材を充てんして建築することに関する注意喚起」（令和７年６月 30 日

付国住指第 150 号、国住参建第 1574 号）についてお寄せいただいたご質問について、回答をいたします。 
 
移行認定（大臣認定の内、認定番号が 9000 番台のもの）においては、使用可能とする仕様のうち最不利である仕様のいくつかを例示的に記載してい

るものや、試験を行っており仕様としては認められる内容が記載されていないものがあります。この他にも、移行認定について取り扱いに疑義がある

場合には、下記の連絡先までお問い合わせください。 
 

問い合わせ先 参事官（建築企画担当）付   
認定班（代表：03-5253-8111）  

 
 掲載日 Q A 

１ ７／４ 防火構造の外壁（耐力壁）に係る PC030BE―9201、
PC030BE－9192 の認定では、屋内側の被覆について、「厚

さ75mmのグラスウール又はロックウールを充填した上で、

厚さ４mm の合板を張ったもの」及び「厚さ 9.5mm のせっ

こうボード」の仕様が併記されており、これが同等とされて

いる。 
このとき、「グラスウール又はロックウールを充填した上で、

厚さ 9.5mm のせっこうボードを張ったもの」についても問

題ないと解してよいか。 

ご質問の PC030BE―9201、PC030BE－9192 の認定について、認定

の解釈として、以下のように取り扱って差し支えありません。 
 
木造において、グラスウール又はロックウール（厚みは問わない）を

充填した上で厚さ 9.5mm 以上のせっこうボードを張ったものについ

ては、大臣認定不適合として扱う必要はない。 



 

２ ７／４ 準耐火構造の外壁（耐力壁）に係る QF045BE―9226、
QF060BE－9225 の認定では、グラスウールを充填すること

について、どのように取り扱うべきと考えるべきか。より耐

熱性に優れるロックウールについてはどう考えるべきか。 

ご質問の QF045BE－9226、QF060BE－9225 の認定のうち木造につ

いては、以下のように取り扱って差し支えありません。 
 
木造については、当初の認定取得の際にグラスウールを充填した試験

体を用いて性能試験が行われているため、グラスウール及びより耐熱

性に優れるロックウールの充填について、大臣認定不適合として扱う

必要はない。 
 
〈その他いただいたご質問〉 
 掲載日 Q A 
１ ７／９ 防火構造の外壁の認定であって、屋内側についての記載がな

いものについて、屋内側に被覆を設けて、断熱材を充てんす

ることは、大臣認定不適合となるのか。 

防火構造の外壁の認定であって、屋内側についての記載がないものに

おいては、加熱面以外の面となる屋内側は、大臣認定仕様への適合の

必要がある範囲ではないため、大臣認定不適合とはなりません。 
 


